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平成２５年 第１回（定例）須 恵 町 議 会 会 議 録（第１日） 

平成２５年３月４日（月曜日） 

議事日程（第１号） 

平成２５年３月４日 午前１０時００分開会 

日程第 １ 会期の決定について 

日程第 ２ 会議録署名議員の指名について 

日程第 ３ 町長諸報告 

日程第 ４ 議会報告 

日程第 ５ 議案第 １号 福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増減及

び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更について  

日程第 ６ 議案第 ２号 平成２４年度須恵町一般会計補正予算（第５号） 
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日程第１０ 議案第 ６号 平成２４年度須恵町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第１１ 議案第 ７号 平成２４年度須恵町水道事業会計補正予算（第３号） 

日程第１２ 議案第 ８号 須恵町道路占用料徴収条例の制定について 

日程第１３ 議案第 ９号 須恵町道路構造の基準に関する条例の制定について 

日程第１４ 議案第１０号 須恵町高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る道路の構造に関

する基準を定める条例の制定について 

日程第１５ 議案第１１号 須恵町道路標識の寸法に関する条例の制定について 

日程第１６ 議案第１２号 須恵町公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例の制定につい

て 

日程第１７ 議案第１３号 須恵町上水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道

技術管理者の資格基準に関する条例の制定について 

日程第１８ 議案第１４号 須恵町認可地縁団体の印鑑の登録及び登録の証明に関する条例の制定

について 

日程第１９ 議案第１５号 須恵町手数料条例の一部を改正する条例 

日程第２０ 議案第１６号 須恵町課設置条例等一部を改正する条例 

日程第２１ 議案第１７号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例等の一

部を改正する条例 

日程第２２ 議案第１８号 須恵町災害対策本部条例の一部を改正する条例 

日程第２３ 議案第１９号 須恵町立社会教育施設設置条例の一部を改正する条例 

日程第２４ 議案第２０号 須恵町立社会体育施設の管理運営に関する条例の一部を改正する条例 

日程第２５ 議案第２１号 須恵町行政財産使用料条例の一部を改正する条例 
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日程第２６ 議案第２２号 財産の取得について 

日程第２７ 議案第２３号 平成２５年度須恵町一般会計予算の提出について 
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午前10時00分開会 

○議長（三  良人）  おはようございます。 

 本定例会は途中、小中学校の卒業式などを含み、長丁場になりますが、最終本会議まで気を入

れて頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。 

 開会前に、広報特別委員会より、会期中の議場内写真撮影の申し出があっており、許可したい

と思いますので、よろしくお願いします。 

 ただいまから、平成２５年第１回須恵町議会定例会を開会します。 

 これより本日の会議を開きます。 

 議会運営委員長に運営委員会の経過報告を求めます。６番、荒木敏光議員。 

○議会運営委員長（荒木 敏光）  おはようございます。 

 議会運営委員会の協議結果を報告いたします。 

 ２月２６日午前１０時より、議会運営委員会を開催し、平成２５年第１回定例会の運営につい

て協議、検討をいたしました。今回、提出された案件は、議案が２８件、継続中の陳情が１件、

閉会中の組合議会報告４件でございます。委員会付託については、議案第２号及び議案第２３号

から第２８号を予算審査特別委員会に付託し、残りの案件については各委員会に付託します。ま

た、議案第１９号及び第２０号と議案第２３号から議案第２８号はそれぞれ関連議案でございま

すので、一括議題といたします。なお、議案第１号は外部規約変更のため、即時採決を行います。

また、税務課及び住民課より、専決処分として申し出があっております。 

 会期は本日３月４日より３月２２日までの１９日間といたします。中本会議は３月８日午前

１０時より行います。一般質問は３月１１日午前９時より行います。なお、全員協議会を３月

８日の中本会議終了後開催しますので、よろしくお願い申し上げます。現場視察については、

３月５日は午前９時３０分、３月１２日は午前９時より行いますので、よろしくお願い申し上げ

ます。 

 以上、議会運営委員会の報告を終わります。ありがとうございました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．会期の決定について 

○議長（三  良人）  日程第１、会期の決定についてを議題とします。第１回定例会の会期を、

本日から３月２２日までの１９日間とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、第１回定例会の会期を本日から３月

２２日までの１９日間と決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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日程第２．会議録署名議員の指名について 

○議長（三  良人）  日程第２、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規

則第１１０条の規定により、１３番議員、１４番議員を指名します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３．町長諸報告 

○議長（三  良人）  日程第３、町長の諸報告を求めます。中嶋町長。 

○町長（中嶋 裕史）  ２５年第１回定例会を招集いたしましたところ、年度末何かとお忙しい中

に、全議員さん参集いただきましてありがとうございました。これから、三寒四温を経てだんだ

んと温かくなってくるんではなかろうかというふうに思っております。 

 それでは、諸報告を申し上げます。まず、機構改革の実施についてでございますが、本庁の行

政組織における課の設置につきましては、平成１８年３月末時点で１７課、いわゆる１局１室

１５課ありました課を、行政改革集中プランの実施によりまして、１８年４月には５課を削減い

たしまして、１２課１局１１課といたしました。また、平成２１年４月からは、当時の福祉課と

保健環境課を統合いたしまして、健康福祉課とし現在１１課１局１０課で行政運営を行っておる

ところでございます。平成２４年４月からは、従来、健康福祉課で行ってまいりました衛生環境

部門も建設産業課で担当することといたしたところでございますが、そのため建設産業課の業務

分担が広範囲にわたっていること。また、建設産業課という名称が住民の方あるいは外部からそ

の業務内容についてわかりづらいこと。糟屋地区の市町においては、建設課という課名にしてい

るところはもう現在ないわけでございまして、ほとんどが都市整備課、久山町だけは田園都市整

備課となっておりますけれども、そういった、以上の理由から本年４月から建設産業課の業務を

分割いたしまして、都市整備課と地域振興課に課名を変更することといたしました。それに伴い

まして、業務分担を都市整備課においては、道路、橋梁、河川等一般土木に関すること、都市計

画に関すること等を担当いたしまして、地域振興課においては農業委員会、農政、林業、商工観

光、衛生環境等を分担することにいたしました。それから、現在まちづくり課が担当しておりま

す都市計画に関すること及び国土利用計画にかかわる業務を都市整備課へ移管することといたし

ております。今回の課の分割、課名変更に関する議案を本議会に上程しておりますので、よろし

く審議の程お願い申し上げます。 

 次に、平成２５年度の一般会計当初予算についてでございます。ことしは須恵町が昭和２８年

４月１日に町政を施行して以来、６０周年を迎える年でございます。人間に例えるならば、還暦

ということになると思いますが、その記念の年の一般会計の当初予算でございます。平成２５年

度の一般会計の歳入歳出の予算の総額につきましては、７８億２,０００万円でございます。前

年度当初予算に比較いたしますと、２億５,０００万円の増額となっております。伸び率は



- 7 - 

３.３％でございますが、私がこれまでに議会へ提出いたしました１１回の予算の中では、最も

大きな予算額となるものでございます。 

 まずは歳入予算でございます。町税についてでございますが、昨年末の衆議院総選挙で政権が

交代したわけでございますが、その総裁であります自民党の安倍総裁が３本の矢ということで表

現しております。いわゆる１つは、大胆な金融政策を行う。２番目に、機動的な財政運営を行う。

３番目に、民間投資を喚起する成長戦略。この３つを３本の矢と、アベノミクスというふうに呼

ばれておるわけでございますが、その１本の矢、２番目でございますが、経済財政を推し進めて

おるようでございまして、その効果が出る。これが出るといたしましても個人所得あるいは事業

収入に反映するまでには、今少し時間がかかると思われますので、若干の雇用、消費の上昇を見

込みましても、個人町民税につきましては１％の増、法人町民税につきましては２.８％の増と

いたしております。固定資産税につきましては、２４年度中の家屋の新築が増収要因としてござ

いますので、１.８％の増といたしております。町税全体といたしましては、１.６％の増、

３,９８９万円の増収を見込んでいるところでございます。 

 次に、地方贈与税、地方特例交付金につきましては、２４年度の決算見込み額と総務省の平成

２５年度地方財政収支見込みの増減比率から算定した額をそれぞれ計上いたしております。国家

予算の２割を占めます地方交付税でございますが、前年度の地方財政計画と同水準を確保する中

におきまして、必要な額を確保するとされておりますことから、２１億４,３００万円ほどを見

込んでおります。当初予算では、その内、２１億３００万円を計上いたしております。国庫補助

金につきましては、事業費ベース１億１,２００万円を対象とするところの社会資本整備総合交

付金６,１６０万円の交付を受けまして、通学路あるいは交通安全施設整備の道路改良工事の財

源といたしております。これまで、子宮頸がんやワクチン接種と妊婦健康診査支援事業の財源で

ありました県補助金が、２５年度からは一般財源化されます。いろんな補助制度できますが、

３年程度は国ないし県がいつも面倒を見るんですが、後は地方で、というのが今までの慣例。こ

れも、そのとおり慣例に従って、後は知らんよと、地方でやりなさいということでございます。

これ、税法改正に伴いまして、住民税の年少扶養控除廃止等の増収分を一般財源化する措置がな

されたためでございます。町債でございますが、臨時財政対策債を１,８００万円増額いたしま

して、４億４,６００万円といたしております。２５年度からは、人口に基づく人口基礎方式が

廃止されまして、財源不足額に基づきます財源不足額基礎方式により算出されることとなりまし

たので、増額を見込んでおるところでございます。なお、歳入歳出予算の財源不足につきまして

は、財政調整基金の取り崩しを行いまして、５億３,０００万円で対応しております。 

 次に、歳出予算でございますが、不要不急の予算や、いわゆる効果が余り期待できそうにない

施策につきましては、鋭意抑制を図りまして行財政改革を推進いたしますが、必要とされる施策
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や事業につきましては、本町の財政力が許す限り積極的に取り組む予算を編成いたしております。 

 まず、人件費でございますが、職員数につきましては、特別職を含めたところで１４８人。前

年度比較では、４人の増となっておりますが、職員給につきましては、育児休業職員あるいは退

職者もございますので６２５万円の減額となっております。職員数の削減につきましては、依然

として取り組んでおるところでございますが、今回職員が４人ふえております理由といたしまし

ては、２４年度の採用がゼロであったと、３人採用の予定でありましたがゼロ。２５年度におき

まして、２年度分の採用に相当する９人を採用したためでございます。ほかに、職員の退職手当

支給事務の共同処理をしております退職手当組合の負担率が４％引き上げられましたこと、ある

いは共済組合の負担率の引き上げもございまして、人件費総額としては２,１５２万円の増額と

なっております。 

 次に、道路整備を初めといたします基盤整備事業の、いわゆる普通建設事業費でございますが、

２４年度には第二幼児園の建設がおよそ５億円ありましたので、前年度比較では３億１,６２６万

円の減額となっております。そこで、第二幼児園の予算を除いたところで再度比較いたしますと、

およそ１億８,０００万円の今度は増額ということになりますが、増額の主な事業といたしまし

ては城山団地を初めといたします道路改良、舗装改良の事業費１億９,５００万円のほか、第一

小学童保育所建設事業費６,０００万円となっておるところでございます。 

 最後に、繰出金でございますが、一般会計から特別会計などへの繰出金としては、依然として

増え続ける傾向でございますが、民生費にございます国民健康保険特別会計繰出金につきまして

は、これまで年度末の補正予算によって補正いたしておったわけでございますが、２５年度から

は、当面当初予算に計上いたしまして、一般会計と国民健康保険特別会計間の、いわゆる繰り出

し、繰り入れの状況を当初予算から示すように編成いたしております。この繰出金の予算額は

２億１,１００万円でございます。２５年度の予算総額の前年度比較、２億５,０００万円増の主

な要因となっているところでございます。 

 以上で、平成２５年度の予算の報告を終わりますが、冒頭に申し上げましたとおり、２５年度

は私といたしましても、最大規模の予算を組むことができたわけでございます。これも議員各位

を初めといたしまして、町民の皆様に御理解と御協力の賜物であったからこそと、深く感謝を申

し上げるところでございます。これからも町当局といたしましては、安全で安心なぬくもりのあ

る住みよい共助、共生、協働のまちづくりを、なお一層気を引き締めて、健全な財政運営に努め

てまいる所存でございますので、今後とも御指導、御鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。 

 次に、２５年度の国民健康保険特別会計についてでございますが、過去においては、大体予算

の３分の１を占めておったわけでございます。医療会計っていうのが。２５年度本町ベースでい

くと、それが４２％にもなったということで、非常に支出負担が大きいものでございます。予算
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総額といたしまして、３２億８,００３万６,０００円で、前年度当初予算と比較いたしまして、

２億８,６９５万２,０００円の増額でございます。率にいたしましては、９.６％という伸びと

なっておるところでございます。増の原因といたしましては、一般の療養給付費で１.６％、高

額療養費で２６.１％、後期高齢者支援金で８.６％が主な歳出の医療費の伸びとなっております。

これは２４年度の決算見込みにおきまして、一般の医療費が前年度と比較いたしまして、

１４.５％の伸びとなっており、主に６５歳以上の前期高齢者の医療費となっております。歳入

におきましては、国民健康保険税は前年度と比較いたしますと減となっております。国民健康保

険税の当初予算は、あくまでも２３年度の所得により試算をしておりますが、長引く経済不況や

これらに伴う雇用情勢の悪化等によりまして、３月の所得税申告により個人所得の減少が懸念さ

れ、本課税におきましてはさらなるマイナスとなるのではないかと推測されております。それに

伴い、徴収率の低下も懸念されますが、また、２４年度の医療費が大きく伸びた前期高齢者医療

分に対する交付金は、２年後に調整されまして交付されますので、２年間のブランクとなるわけ

でございます。 

 歳出の予算に対し、歳入の不足分につきましては、２４年度までは国の財政調整交付金に過大

計上をして、収支のバランスをとっておりましたが、２５年度より一般会計繰入金により、計上

をしておりまして、今年度の財源不足は２億１,１００万円となっております。 

 国民健康保険は、年齢構成が高く、医療費水準が高い。無職者、失業者、他の保険制度に加入

しない労働者等の低所得者が多く、所得水準が低い。他の被用者保険に比べまして、保険料負担

が重いなどといった構造的な問題を抱えておりますが、須恵町国民健康保険の財政安定化を図り、

国民皆保険を堅持し、将来にわたり持続可能なものとしていくためにも、今後とも議員各位の御

支援、御協力をお願い申し上げます。 

 次に、水道事業会計でございます。平成２５年度水道会計予算でございますが、収益的収支予

算は収入額５億８,４７２万７,０００円で、前年度比０.４％、金額にいたしまして、２３５万

７,０００円の増でございます。昨年、須恵ダムに汚泥が流れ込み、水が濁ったことに対する補

償金を計上いたしております。３００万円でございます。 

 支出額といたしまして、５億７,８７９万８,０００円で、前年度比３.１％、金額にいたしま

して、１,７５５万３,０００円の増でございます。 

 平成２５年度から大山ダムの供用開始に当たりまして、日量１,２００トンの追加供給になる

ために、企業団への受水費が約２,０００万円程度増となります。２５年度の収支は、５９２万

９,０００円程度の利益剰余金が見込まれます。 

 次に、資本的収支予算は収入額６,５００万円で、前年度比３０％の増でございます。耐震補

強に伴う企業債及び国庫補助金によるものでございます。 
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 支出額２億６,０４０万円で、前年度比２２.５％でございます。排水施設改良工事の増と、浄

水施設耐震診断調査が終了いたしましたので、２５年度は補助事業による浄水施設耐震化実施設

計業務委託料等を予算化いたしております。 

 不足する額１億９,５４０万円は、損益勘定留保資金で補痾するものでございます。 

 関連いたしまして、最初に述べましたように、昨年、須恵ダムの汚泥流れ込みを踏まえまして、

水源の汚濁、汚染防止を図りまして、良質な水を安定的に供給できますように、須恵ダムの上流

に隣接いたしております宇美本町生産森林組合が所有いたします保安林を、水源涵養地として取

得する予定でございます。本議会に土地の取得に関する議案と用地取得費を、２５年度の一般会

計当初予算に計上いたしておりますので、よろしく審議のほどをお願い申し上げます。 

 以上、報告いたします。 

○議長（三  良人）  これより町長の諸報告に対する質問に入りますが、議案に関係のある事項

につきましては、提案のときにあわせて質問をお願いします。 

 町長の諸報告に対する質問に入ります。質問はありませんか。癩癩質問なしと認めます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４．議会報告 

○議長（三  良人）  日程第４、これより議会報告に入ります。なお、組合議会報告につきまし

ては、議案審議内容だけを簡潔に御報告していただきますようお願いします。 

 まず、閉会中に、北筑昇華苑組合議会が開催されておりますので、組合議員の報告を求めます。

７番、吉本實議員。 

○議員（７番 吉本  實）  おはようございます。ただいまから北筑昇華苑組合議会報告をさせ

ていただきます。 

 平成２５年２月１３日に、古賀市役所会議室において、第１回定例会が開催されました。 

 まず、第１号議案北筑昇華苑組合、一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定について

は、法律の規定に基づき一般職の職員の任期を定めて採用することに関し、必要な事項を定める

ためのもので、全員賛成で可決されました。 

 第２号議案は平成２４年度補正予算で歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ１５８万

４,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額がそれぞれ２億６,５０７万７,０００円となりまし

た。財政調整基金に約８５０万円積み立てる分と、決算見込みによる不用額等の減額によるもの

で、全員賛成で可決されました。 

 第３号議案は平成２５年度当初予算で、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ２億４,７１６万

円と定めるものです。前年度と比べ、２２５万７,０００円の減額となっております。歳出の主

なものとして、待合室増築、耐震補強工事設計業務委託料１,３００万円などが計上されていま



- 11 - 

す。これも、全員賛成で可決されました。 

 第４号議案組合監査委員の選任については、篠栗町長の三浦正が選任され、同意されました。

詳細につきましては、議員控室に資料を置いておりますので、御参照いただきますよう、よろし

くお願いいたします。 

 以上、北筑昇華苑組合議会報告を終わります。 

○議長（三  良人）  次に、須恵町外二ケ町清掃施設組合議員の報告を求めます。１２番、長澤

誠司議員。 

○議員（１２番 長澤 誠司）  須恵町外二ケ町清掃施設組合定例会が開催されましたので報告い

たします。去る２月１５日平成２５年第１回定例会が開催されました。議事日程につきましては、

お手元に配付している資料のとおりでございます。 

 まず、組合長報告がございます。その中に、大牟田リサイクル発電事業につきまして、運営協

議会におきまして、平成２５年度の処理単価が現在の１万２,２００円から若干ではありますが、

７００円値下げの１万１,５００円で決定され、また平成３０年度以降の延長協議につきまして

は、平成２５年度初めまで協議期間が延長になったとの報告があっております。それと、ＲＤＦ

事業及び酒水園のし尿ですが、順調に稼働しているという報告がございました。 

 続きまして、議案でございます。７議案が上程されまして、そのうち６号議案、７号議案が一

括で審議されております。 

 議案第１号は、平成２５年度須恵町外二ケ町清掃施設組合一般会計補正予算（第２号）につい

てです。歳入歳出予算から、３,４４９万円を増額する補正予算で、主なものは歳出でＲＤＦ施

設の修繕料、燃料費の増額、篠栗町側の町道改良工事の増額で、歳入におきましては、構成町分

担金を増額するものです。なお、須恵町分担金は４億９,６５０万８,０００円になっております。

全員賛成で可決しております。 

 議案第２号は、平成２５年度須恵町外二ケ町清掃施設組合一般会計予算についてです。歳入歳

出予算の総額を２５億７,２８５万１,０００円と定めるもので、対前年度９,７３２万

８,０００円の増でございます。率にして、３.９％の増です。主なものとしまして、酒水園のし

尿処理施設槽改修工事及び動力更新工事等で４,７００万円。篠栗町側町道改良工事２,５００万

円などが計上されておりますし、また、今皆さん御存じのように、灯油のほうがえらく高くなっ

ておりますので、その分の増額があるので、２,０００万円ほど入っております。全員賛成で可

決しております。 

 議案第３号は、須恵町外二ケ町清掃施設組合財政調整基金条例を廃止する条例についてです。

昭和６１年２月須恵町・粕屋町で運営しておりました須恵町粕屋町清掃施設組合予算において、

積み立てしました財政調整基金の全額を取り崩しにより条例を廃止するもので、全員賛成で可決
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しております。 

 議案第４号は、須恵町外二ケ町清掃施設組合議会議員の報酬及び監査委員の報酬並びに費用弁

償に関する条例の一部を改正する条例についてです。須恵町に準じ条例を整備するもので、日当

並びに費用弁償の変更です。全員賛成で可決しております。 

 議案第５号は、須恵町外二ケ町清掃施設組合有給職員の旅費に関する条例の一部を改正する条

例についてです。須恵町に準じ条例を整備するもので、日当並びに宿泊料等の変更です。全員賛

成で可決しております。 

 議案第６号、須恵町外二ケ町清掃施設組合ごみ処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例についてと、議案第７号須恵町外二ケ町清掃施設組合し尿処理施設の設置及び管理

に関する条例の一部を改正する条例についてです。廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正に

より、一般廃棄物処理施設において置かれる技術管理者の資格基準を条例で定めるものでござい

ます。それぞれ全員賛成で可決しております。 

 以上、報告を終わります。なお、議案書及び補正予算書、平成２５年度当初予算書につきまし

ては、議員控室に置いておりますので、御参照ください。 

 以上、報告を終わります。 

○議長（三  良人）  次に、粕屋南部消防組合議会議員の報告を求めます。５番、田原重美議員。 

○議員（５番 田原 重美）  おはようございます。粕屋南部消防組合議会報告をさせていただき

ます。平成２５年２月２２日粕屋南部消防本部において、第１回定例会が開催されました。 

 発議第１号粕屋南部消防組合議会会議規則の一部を改正する規則の制定については、会議規則

に新たに公聴会と参考人に関する条文を加えるものです。なお、この規則は平成２５年３月１日

から施行するもので、賛成多数で可決されました。 

 議案第１号議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条

例の制定については、介護保障について改正前、障害者自立支援法第５条第１２項を改正後、障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５号第１１項に改めるもので、こ

の条例は平成２５年４月１日から施行されます。全員賛成で可決されました。 

 議案第２号粕屋南部消防組合粕屋中南部休日診療所の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例の制定については、診療日について改正前、８月１４日及び８月１５日を改正後、８月

１３日から８月１５日に改めるもので、この条例は平成２５年４月１５日から施行されます。全

員賛成で可決されました。 

 議案第３号は、平成２４年度一般会計補正予算で歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

１,９７５万円を減額し、歳入歳出予算の総額がそれぞれ１７億２,６５８万円となりました。委

託料の減と工事費の執行残による減額補正が主なもので、賛成多数で可決されました。 
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 議案第４号は、粕屋中南部休日診療所事業特別会計の平成２４年度補正予算で、歳入歳出予算

の総額から歳入歳出それぞれ５７３万５,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額がそれぞれ

４,３８０万９,０００円となりました。繰越金の増額が主なもので、賛成多数で可決されました。 

 第５号議案は、平成２５年度一般会計当初予算で、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

１９億８９１万１,０００円と定めるものです。前年度と比べ、１億６,２５８万１,０００円の

増額、伸び率は９.３％となっております。歳出の主なものとして、梯子車のオーバーホールに

３,４８７万円、高規格救急車と化学車の更新で８,５０２万２,０００円となっています。全員

賛成で可決されました。 

 第６号議案は、粕屋中南部休日診療所事業特別会計の平成２５年度当初予算で、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ３,８１１万円と定めるものです。前年度と比べ、３万６,０００円の

増額となっております。全員賛成で可決されました。なお、詳細につきましては、議員控室に資

料を置いていますので、御参照いただきますようよろしくお願いいたします。 

 以上、粕屋南部消防組合、議会報告を終わります。 

○議長（三  良人）  次に、糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合議会の報告を求めます。１０番、

三上政義議員。 

○議員（１０番 三上 政義）  糟屋郡篠栗町他一市五町財産組合議会報告をさせていただきます。

平成２５年２月２７日に糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合において、第１回定例会が開催されま

した。 

 議案第１号は、平成２４年度一般会計補正予算で、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

９５万４,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額がそれぞれ６,４６２万８,０００円となりま

した。それぞれの項目における執行残による減額補正が主なもので、賛成多数で可決されました。 

 議案第２号は、平成２５年度一般会計当初予算で、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

５,４４０万２,０００円と定めるものでございます。前年度と比べ、５９８万４,０００円の増

額となっております。歳出の主なものといたしまして、県の補助事業で林道建設費７６３万

１,０００円が計上されております。先程、町長報告でもございましたように、須恵ダム汚濁問

題の件でございますが、２５年度に補償金として３００万円計上されております。全員賛成で可

決されました。なお、詳細につきましては、議員控室に資料を置いておりますので、御参照いた

だきますようよろしくお願いいたします。 

 以上、糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合議会の報告を終わります。 

○議長（三  良人）  その他閉会中の活動につきましては、議席に資料を配付しておりますので、

報告を省略します。 

 議会報告が終わりましたので、これより質問に入ります。質問はありませんか。癩癩質問なし
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と認めます。 

 これより議事に入りますが、一括議題についてお諮りします。 

 議案第１９号及び議案第２０号、議案第２３号から議案第２８号はそれぞれ関連議案でありま

すので、一括議題とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、一括議題とすることに決定しました。 

 また、議案第１号は、外部規約の加盟団体の増減及び組合規則の変更でありますので、委員会

付託を省略し、本日採決を行いたいと思いますが御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略し、本日採決を行うこ

とに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第５．議案第１号 

○議長（三  良人）  日程第５、議案第１号福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共

団体の数の増減及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更について、提案理由の説明を求め

ます。今泉総務課長。 

○総務課長（今泉 俊裕）  おはようございます。提案理由の説明をいたします。議案書の１ペー

ジをお開きください。 

 議案第１号福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増減及び福岡県市町

村職員退職手当組合規約の変更についてでございます。地方自治法の規定により、平成２５年

３月３１日限り、福岡県市町村職員退職手当組合から、田川地区清掃施設組合及び福岡県市町村

災害共済基金組合を脱退させ、平成２５年４月１日から福岡県市町村職員退職手当組合に下田川

清掃施設組合を加入させるとともに、福岡県市町村職員退職手当組合規約を別紙のとおり変更す

るものでございます。 

 提案理由でございですが、田川地区清掃施設組合が常勤の職員に対する退職手当の支給に関す

る事務を共同する必要がなくなったこと。それから、１２月議会で承認をいただきましたとおり、

福岡県市町村災害共済基金組合が解散するため、平成２５年３月３１日限り退職手当組合を脱退

すること。並びに平成２５年４月１日から下田川清掃施設組合が退職手当組合に加入することな

どに伴い、退手組合を組織する地方公共団体の数を増減し、組合規約を変更する必要が生じたた

め、地方自治法第２９０条の規定により、組合構成市町村の議会の議決を求めるものでございま

す。 

 次の２ページをお願いいたします。福岡県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改
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正する。 

 次の３ページの新旧対照表により御説明をいたします。新旧対照表、右側の改正前、加入及び

脱退の第１８条第２項の２行目、２以上の一部事務組合、これを改正後は、２以上を削除いたし

ます。そのほか接続詞の及び、または、もしくは等の字句の修正を行います。 

 ４ページをお願いいたします。別表第１、組合市町村の変更でございますが、右側改正前の中

ほどの朝倉郡の甘木朝倉広域市町村圏事務組合、これを改正後は甘木と朝倉の間に点を打ち、正

式名称に合わせるものでございます。それから、改正前の田川郡の最後、田川地区清掃施設組合、

これを削除し、改正後は下田川清掃施設組合を追加する。それから、改正前その他の２行目。福

岡県市町村災害共済基金組合を削除いたします。 

 次の５ページをお願いいたします。別表第２、議員の選挙区及び定数の変更ですが、改正前の

選挙区、第３区、福岡県市町村災害共済基金組合を削除。一番下の第５区の一番下。田川地区清

掃施設組合を削除し、改正後は下田川清掃施設組合を追加する。 

 ２ページに戻っていただきまして、中段の附則でございますが、この規約は平成２５年４月

１日から施行する。ただし、第１８条第２項の改正規定は、平成２５年３月３１日から適用する

ものでございます。 

 以上であります。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。癩癩質疑なしと認めます。 

 よって、これより討論に入ります。討論はありませんか。癩癩討論なしと認めます。 

 よって、議案第１号について採決に入ります。議案第１号は原案のとおり可決することに御賛

成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第１号福岡県市町村職員退職手当組合

を組織する地方公共団体の数の増減及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更については原

案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第６．議案第２号 

○議長（三  良人）  日程第６、議案第２号平成２４年度須恵町一般会計補正予算（第５号）を

議題とします。提案理由の説明を求めます。今泉総務課長。 

○総務課長（今泉 俊裕）  議案書の６ページをお開きください。議案第２号平成２４年度須恵町

一般会計補正予算（第５号）でございます。地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成

２４年度須恵町一般会計補正予算（第５号）を別冊のとおり提出し、本議会の議決を求めるもの

でございます。内容につきましては、別冊の歳入歳出補正予算書により説明をいたします。 



- 16 - 

 補正予算書の１ページでございます。平成２４年度須恵町の一般会計補正予算第５号は、次に

定めるところによる。第１条歳入歳出予算の補正ですが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ３億１０９万９,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８３億２２３万

９,０００円とする。第２項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正によります。第２条地方債の追加、変更

は第２表地方債補正により、第３条繰越明許費として地方自治法第２１３条第１項の規定により、

翌年度に繰り越して使用することができる経費は、第３表繰越明許費により説明をいたします。 

 ２ページをお開きください。第１表、歳入でございますが、主なものを申し上げます。９款地

方交付税は普通交付税の留保額を全額計上いたしております。１３款国庫支出金においては国の

予算の予備費の使用及び国の補正予算に伴う負担金補助金などを計上いたしております。１５款

財産収入では２項財産売り払い収入に不動産売り払い収入を上げております。１６款寄附金は自

然教育林への寄附金でございます。１７款繰入金は今回の歳出補正額に対する歳入の不足額を財

政調整基金からの繰入金で財源手当をしております。１９款諸収入、３項雑入は宝くじ交付金が

主なものでございます。２０款町債。充当する事業費の確定による借入額の調整と国の予算の予

備費の使用及び国の補正予算に伴う追加計上をいたしております。 

 ３ページ歳出でございますが、全体を通して決算見込みによる補正を行っております。それ以

外の主なものを申し上げますと、２款総務費１項総務管理費においてにおいて、歳入の不動産売

り払い収入の財政調整基金への積み立てなどを行います。３款民生費１項社会福祉費においては、

国民健康保険特別会計への赤字補痾繰出金などを上げております。４款衛生費２項清掃費におい

て清掃施設組合への負担金の減額。８款土木費２項道路橋梁費においては、国の予算の予備費の

使用に伴う、通学路等交通安全対策事業等の追加補正でございます。４項都市計画費においては、

自然教育林の寄附金を基金へ積み立てを行います。５項下水道費は公共下水道事業特別会計への

繰出金の減額でございます。９款消防費においても、粕屋南部消防組合への負担金の減額でござ

います。１０款教育費２項小学校費においては国の補正予算に伴う第２小学校校舎増築工事など

を上げております。 

 以上が主な歳出補正でございます。 

 飛びまして５ページ。第２表、地方債補正ですが、１、追加として、起債の目的。交通安全対

策事業債限度額４９０万円。これは国の予備費使用に伴う通学路等の交通安全対策工事に充当す

るものでございます。 

 次に、須恵第二小学校整備事業債４,４００万円。国の補正予算に伴う第二小学校校舎増築工

事に充当するものでございます。起債の方法、利率、償還の方法は記載のとおりでございます。 

 下の段に行きまして、２、変更で借入予定額の確定により限度額の変更を行います。起債の目
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的。臨時財政対策債限度額変更前４億２,８００万円を、変更後は４億２,９１９万８,０００円

に増額。一般会計出資債１,０３０万円を１,５００万円に増額。第二幼児園建設事業債について

は３億７,３４０万円を３億４,６６０万円に減額。旅石原中地区ポケットパーク整備事業債

１,６２０万円を０円。これは借入を行いません。これは歳入の自然教育林寄附金を基金に積み

立てた上で、その基金を取り崩して、このポケットパーク整備事業の財源に充てるため、起債の

借入を必要としないというところで０円とするものでございます。 

 次に６ページをお願いいたします。第３表繰越明許費でございますが、２５年度に繰り越して

使用できる経費として、４款衛生費３項上水道費。事業名、福岡地区水道企業団出資金、金額

４,０８３万６,０００円。８款土木費２項道路橋梁費、須恵・粕屋線他通学路交通安全対策工事

１,３３０万円。１０款教育費１項教育総務費、理科教育施設整備３６０万円。２項小学校費、

第二小校舎増築工事に８,８００万円。合計の１億９７３万６,０００円の繰越明許の設定を行う

ものでございますが、これにつきましては、国の予備費の使用あるいは国の補正予算に伴う追加

工事等でございますので、工期等が不足しますので２５年度に繰り越して使用するものでござい

ます。 

 以上であります。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。癩癩質疑なしと認めます。 

 よって、議案第２号を、議長を除く１３人で構成する予算委員会特別委員会に付託したいと思

いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第２号平成２４年度須恵町一般会計

補正予算（第５号）を予算審査特別委員会に付託します。なお、正副委員長については調整がで

きておりますので、報告します。委員長に今村桂子議員、副委員長に合屋伸好議員であります。 

 ここでお諮りします。暫時休憩をしたいと思いますが御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、暫時休憩いたします。再開を１１時

１０分とします。休憩に入ります。 

午前10時59分休憩. 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時10分再開 

○議長（三  良人）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第７．議案第３号 
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○議長（三  良人）  日程第７、議案第３号平成２４年度須恵町国民健康保険特別会計補正予算

（第３号）を議題とします。提案理由の説明を求めます。合屋住民課長。 

○住民課長（合屋 勝秀）  おはようございます。それでは、議案書７ぺージをお願いいたします。 

 議案第３号平成２４年度須恵町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）でございます。地方

自治法第２１８条第１項の規定により、平成２４年度須恵町国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）を別冊のとおり提出するもので、本議会の議決を求めるものでございます。別冊の補正予

算書３９ページをお願いいたします。 

 議案第３号平成２４年度須恵町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について御説明をい

たします。 

 今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２,６２９万４,０００円を減額し、歳

入歳出それぞれ３１億７,７６５万６,０００円とするものでございます。 

 款項の区分及び金額は、第１表歳入歳出予算補正により御説明をいたします。 

 ４０ページお願いいたします。 

 歳入につきましては、１款１項国民健康保険税は１月末の収納額で決算見込みを立てておりま

して、１,１３３万４,０００円の減額補正をいたしております。 

 ２款１項手数料は督促手数料につきまして、決算見込みによる補正でございます。 

 ３款１項国庫負担金２項国庫補助金は、２月の国の変更申請に基づきまして補正をいたしてお

ります。 

 また、本年度の財源不足分２億２,２４２万１,０００円の減額は、決算見込みによりまして、

赤字が２億８,４８８万９,０００円見込まれております。 

 一般会計から補痾することによりまして全額の減額をしております。 

 ６款１項県負担金は決定通知により、また２項県補助金は、決定見込みにより減額の補正をい

たしております。 

 ７款共同事業交付金の補正につきましては、決算見込みにより補正をいたしており、８款一般

会計繰入金は、法定内繰入金の補正と２４年度決算見込みによりまして、財源不足が見込まれて

おりますので、今回一般会計から、２億８,４８８万９,０００円を繰り入れております。 

 次のページの歳出でございます。 

 １款１項総務管理費においては、決算見込みによる減額の補正でございます。 

 ２款保険給付費の補正は、１項の療養諸費、２項の高額療養費、３項の出産育児諸費、４項の

葬祭諸費におきましては、４月支払いまでの医療費の見込みによりまして補正をいたしておりま

す。 

 ７款共同事業拠出金は、各拠出金の確定による補正と８款１項特定健康診査等事業費の減額補
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正につきましては、決算見込みにより委託料の減額補正でございます。 

 以上です、御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。癩癩質疑なしと認めます。

よって、議案第３号を文教厚生委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第３号平成２４年度須恵町国民健康

保険特別会計補正予算（第３号）を文教厚生委員会に付託をします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第８．議案第４号 

○議長（三  良人）  日程第８、議案第４号平成２４年度須恵町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２号）を議題とします。提案理由の説明を求めます。合屋住民課長。 

○住民課長（合屋 勝秀）  議案書８ページをお願いいたします。 

 議案第４号平成２４年度須恵町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）でございます。地

方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２４年度須恵町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）を別冊のとおり提出するので、本議会の議決を求めるものでございます。別冊の歳入

歳出補正予算書の５６ページをお願いいたします。 

 議案第４号平成２４年度須恵町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について御説明を

いたします。 

 今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１６１万円を減額し、歳入歳出それぞ

れ２億４,８１４万５,０００円とするものでございます。 

 款項の区分及び金額は、第１表歳入歳出予算補正により御説明を致します。 

 ５７ページをお願い致します。 

 歳入につきましては、１款１項後期高齢者医療保険料１６３万８,０００円の減額補正は決算

見込みにより特別徴収分と普通徴収分の保険料を補正致しております。 

 ２款１項手数料は、決算見込みによりまして補正を致しております。 

 次、５８ページをお願い致します。 

 歳出でございますが、１款１項総務管理費の補正は人件費の補正でございまして、２款１項後

期高齢者医療広域連合納付金の補正は、保険料の収納見込みと保険基盤安定繰入金が確定いたし

ておりますので、補正を行っております。 

 以上、御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。癩癩質疑なしと認めます。

よって、議案第４号を文教厚生委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 
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〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第４号平成２４年度須恵町後期高齢

者医療特別会計補正予算（第２号）を文教厚生委員会に付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第９．議案第５号 

○議長（三  良人）  日程第９、議案第５号平成２４年度須恵町公共下水道事業特別会計補正予

算（第２号）を議題とします。提案理由の説明を求めます。今泉上下水道課理事。 

○理事（上下水道課）（今泉 智明）  議案書９ページでございます。 

 議案第５号平成２４年度須恵町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）。地方自治法第

２１８条第１項の規定により平成２４年度須恵町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）を

別冊のとおり提出するので、本議会の議決を求めるものでございます。 

 別冊の６３ページをお願いいたします。 

 平成２４年度須恵町の公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額からそれぞれ３,１１１万３,０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１０億５,２７０万円とする。 

 ２項歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算の補正による。 

 地方債の補正。第２条地方債の追加変更は第２表地方債補正による。 

 繰越明許費。第３条地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰越しして使用するこ

とができる経費は、第３表繰越明許費による。 

 ６４ページをお願いいたします。 

 第１表歳入歳出予算補正。歳入主なものは、１款１項負担金、補正額１,５５０万円は前年度

分受益者負担金の補正です。 

 ２款１項使用料、補正額マイナス１００万円は、１２月までの実績と３月までの見込みを減額

しております。 

 ５款１項他会計繰入金、マイナス２,５４８万８,０００円は、一般会計繰入金の減額です。 

 ７款４項雑入、補正額３,０２７万６,０００円は、維持管理剰余金返還によるものです。 

 ８款１項町債、補正額マイナス５,０６０万円は、下水道事業債の工事量減に伴う減額でござ

います。 

 ６５ページをお願いいたします。 

 歳出主なものは、１款１項総務管理費、補正額９２４万２,０００円の増は、委託料負担金補

助及び交付金等の執行残の減額９１４万７,０００円を減額し、下水道施設整備基金積立金

１,８３８万９,０００円を計上し、これらを差し引いての補正でございます。 
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 ２款１項下水道事業費、補正額マイナス４,０３５万５,０００円、管渠築造工事請負費等の落

札残及び保証・補痾及び賠償金等の不用額を減額するものです。 

 ６６ページをお願いします。 

 第２表地方債補正。１、追加、起債の目的、下水道事業債、多々良川流域下水道建設負担金大

型補正分限度額３７０万円、起債の方法、利率、償還の方法等は、従前のとおりでございます。 

 ２、変更、起債の目的、下水道事業債多々良川流域下水道建設負担金分変更前限度額３,８６０万

円を、変更後３,３００万円に変更。 

 ２４年度の流域下水道建設費の確定による減額でございます。多々良川流域関連公共下水道分

変更前限度額３億１,１３０万円を、変更後２億６,２６０万円に変更。町工事量と水道補償費の

減及び落札残等による減額でございます。 

 ６７ページをお願いします。 

 第３表繰越明許費、２款下水道事業費１項下水道事業費、事業名、公共下水道事業管渠築造工

事、金額６５０万円は、県道新設歩道内埋設計画が、県道新設構造物変更等により、工事内容及

び工期の変更に伴い、２４年度中に完了を見込めないため繰り越すものでございます。 

 以上、審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。癩癩質疑なしと認めます。

よって、議案第５号を総務建設産業委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第５号平成２４年度須恵町公共下水

道事業特別会計補正予算（第２号）を総務建設産業委員会に付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１０．議案第６号 

○議長（三  良人）  日程第１０、議案第６号平成２４年度須恵町農業集落排水事業特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。提案理由の説明を求めます。今泉上下水道課理事。 

○理事（上下水道課）（今泉 智明）  議案書１０ページでございます。 

 議案第６号平成２４年度須恵町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）、地方自治法第

２１８条第１項の規定により、平成２４年度須恵町農業集落排水事業特別会計 補正予算（第

１号）を別冊のとおり提出するので、本議会の議決を求めるものでございます。 

 補正予算書の７６ページをお願いします。 

 平成２４年度須恵町の農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。 

 歳入予算の補正。第１条歳入予算の補正後の金額は、第１表歳入歳出予算の補正による。 
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 ７７ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算の補正。 

 歳入。１款１項分担金、補正額１７万９,０００円の増額は、現年度受益者分担金によるもの

です。 

 ３款１項他会計繰入金、補正額マイナス３２８万９,０００円の減は、一般会計繰入金の減額

です。 

 ４款１項繰越金、補正額３１１万円は、２３年度の決算確定によるものでございます。 

 以上、審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。癩癩質疑なしと認めます。

よって、議案第６号を総務建設産業委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第６号平成２４年度須恵町農業集落

排水事業特別会計補正予算（第１号）を総務建設産業委員会に付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１１．議案第７号 

○議長（三  良人）  日程第１１、議案第７号平成２４年度須恵町水道事業会計補正予算（第

３号）を議題とします、提案理由の説明を求めます。 今泉上下水道課理事。 

○理事（上下水道課）（今泉 智明）  議案書１１ページでございます。 

 議案第７号平成２４年度須恵町水道事業会計補正予算（第３号）、地方自治法第２１８条第

１項の規定により、平成２４年度須恵町水道事業会計補正予算（第３号）を、別冊のとおり提出

するので、本議会の議決を求めるものでございます。 

 別冊の８０ページをお願いします。 

 第１条、平成２４年度須恵町水道事業会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 第２条、予算第３条に定めた収益的支出の予定額を、次のとおり補正をする。 

 支出、第１款第１項営業費用、補正予定額マイナス８６３万円、主なものは原浄費及び配給費

の委託料、修繕費等の執行残及び決算見込みによる減額でございます。 

 第３条、予算第４条に定めた資本的収入の予定額を次のとおり補正する。 

 収入、第１款第１項負担金、補正予定額マイナス１,５００万円の減は、下水道工事に伴う工

事負担金の減、これは工事量の減に伴うものでございます。 

 資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額１億８,３５３万６,０００円は、損益勘定留

保資金で補痾するものとする。 

 以上、審議方よろしくお願いいたします。 
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○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。癩癩質疑なしと認めます。

よって、議案第７号を総務建設産業委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第７号平成２４年度須恵町水道事業

会計補正予算（第３号）を総務建設産業委員会に付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１２．議案第８号 

○議長（三  良人）  日程第１２、議案第８号須恵町道路占用料徴収条例の制定についてを議題

とします。提案理由の説明を求めます。安河内建設産業課長。 

○建設産業課長（安河内久人）  議案書１２ページでございます。 

 議案第８号須恵町道路占用料徴収条例の制定についてでございます。 

 須恵町道路占用料徴収条例を、別紙のとおり提出するものでございます。提案理由といたしま

して、道路法施行及び道路整備特別措置法施行令の一部改正及び規制改革民間開放推進３カ年計

画により、道路法施行令に定める占用料の額を参考とし、町道の占用料を設定するよう努めるこ

ととされているため条例の制定を行うものでございます。 

 条例の概要といたしましては、道路法の規定に基づき、町が管理する道路の占用料の額及び徴

収方法について必要な事項を定めるものでございます。 

 また、条例で定める道路法３２条第１項各号及び施行令第７条各号の占用物件及び占用料につ

きましては、議案書１５ページから１７ページの別表に記載しておりますので御参照お願いいた

します。附則として、この条例は公布の日から施行する。 

 以上、御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。癩癩質疑なしと認めます。

よって、議案第８号を総務建設産業委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第８号須恵町道路占用料徴収条例の

制定についてを総務建設産業委員会に付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１３．議案第９号 

○議長（三  良人）  日程第１３、議案第９号須恵町道路構造の基準に関する条例の制定につい

てを議題とします。提案理由の説明を求めます。安河内建設産業課長。 

○建設産業課長（安河内久人）  議案書１８ページでございます。 

 議案第９号須恵町道路構造の基準に関する条例の制定について、須恵町道路構造の基準に関す
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る条例を別紙のとおり提出するものでございます。 

 提案理由といたしまして、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関

係法律の整備に関する法律の施行による道路法の一部改正に伴い、町道の構造の技術的基準を条

例で定めることとされたためでございます。条例の概要といたしましては、道路を新設し、また

は改築する場合における道路の構造の技術的基準を道路法第３０条、第３項の規定により道路構

造令の基準を参酌して定めるもので対象施設として町が管理者である町道でございます。 

 また、条例で定める基準につきましては、幅員、線形、視距、勾配、路面、排水施設、交差点

または接続、待避所、安全施設について規定するものでございます。附則として、この条例は公

布の日から施行する。 

 以上、御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。癩癩質疑なしと認めます。

よって、議案第９号を総務建設産業委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第９号須恵町道路構造の基準に関す

る条例の制定についてを、総務建設産業委員会に付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１４．議案第１０号 

○議長（三  良人）  日程第１４、議案第１０号須恵町高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に係る道路の構造に関する基準を定める条例の制定ついてを議題とします。提案理由の説明を

求めます。安河内建設産業課長。 

○建設産業課長（安河内久人）  議案書４３ページをお願いいたします。 

 議案第１０号須恵町高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る道路の構造に関する基準

を定める条例の制定についてでございます。須恵町高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

係る道路の構造に関する基準を定める条例を別紙のとおり提出するものでございます。 

 提案理由といたしまして、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関

係法律の整備に関する法律の施行による高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

の一部改正に伴い、町道における高齢者、障害者の移動円滑化のための構造基準を条例で定める

こととされたためでございます。条例の概要といたしましては、特定道路の新設及び改築時にお

ける道路の移動等円滑化基準を定めるもので、対象施設として町が管理者である町道でございま

す。 

 また、条例で定める基準は、歩道立体横断施設、乗合自動車停留所、自動車駐車場、移動等円

滑化のために必要なその他の施設等について規定するものでございます。附則として、この条例
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は公布の日から施行する。 

 以上、御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。癩癩質疑なしと認めます。

よって、議案第１０号を総務建設産業委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第１０号須恵町高齢者障害者等の移

動等の円滑の促進に係る道路の構造に関する基準を定める条例の制定についてを総務建設産業委

員会に付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１５．議案第１１号 

○議長（三  良人）  日程第１５、議案第１１号須恵町道路標識の寸法に関する条例の制定つい

てを議題とします。提案理由の説明を求めます。安河内建設産業課長。 

○建設産業課長（安河内久人）  議案書５６ページでございます。 

 議案第１１号須恵町道路標識の寸法に関する条例の制定について、須恵町道路標識の寸法に関

する条例を別紙のとおり提出するものでございます。提案理由といたしまして、地域の自主性及

び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による道路

法の一部改正に伴い、町道に関する道路標識の寸法を条例で定めることとされたためでございま

す。 

 条例の概要といたしましては、町が管理者である町道に関する道路標識、案内標識、警戒標識

及びこれら附置される補助標識の寸法及び文字の寸法の基準を規定するものでございます。附則

として、この条例は公布の日から施行するものでございます。 

 以上、御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。癩癩質疑なしと認めます。

よって、議案第１１号を総務建設産業委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第１１号須恵町道路標識の寸法に関

する条例の制定ついてを総務建設産業委員会に付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１６．議案第１２号 

○議長（三  良人）  日程第１６、議案第１２号須恵町公共下水道の構造の技術上の基準等に関

する条例の制定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。今泉上下水道課理事。 

○理事（上下水道課）（今泉 智明）  議案書６１ページでございます。 
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 議案第１２号須恵町公共下水道の構造の技術上の基準に関する条例の制定について、須恵町公

共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例を、別紙のとおり提出するものでございます。 

 提案理由といたしましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律の施行による下水道法の一部改正に伴い、公共下水道の構造の技術

上の基準を条例で定めるとされたため制定するものです。 

 内容といたしましては、処理施設の構造の技術上の基準は、敷地内構造物の基準を定めるもの

です。 

 また、排水施設の構造の技術上の基準は、管渠及びマンホールの構造等の基準を定めるもので

す。附則として、この条例は公布の日から施行する。 

 以上、御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。癩癩質疑なしと認めます。

よって、議案第１２号を総務建設産業委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第１２号須恵町公共下水道の構造の

技術上の基準等に関する条例の制定についてを総務建設産業委員会に付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１７．議案第１３号 

○議長（三  良人）  日程第１７、議案第１３号須恵町上下水道事業布設工事監督者の配置基準

及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の制定についてを議題とします。提

案理由の説明を求めます。今泉上下水道課理事。 

○理事（上下水道課）（今泉 智明）  ６４ページでございます。 

 議案第１３号須恵町上水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者

の資格基準に関する条例の制定について、須恵町上水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格

基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例を、別紙のとおり提出するものであります。 

 提案理由といたしましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため、

関係法律の整備に関する法律の施行による水道法の一部改正に伴い、布設工事監督者が監督業務

を行う布設工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を条例で定めることとされたた

め制定するものです。内容といたしましては、布設工事監督者を配置する工事。これは、水道の

布設工事及び水道施設の新設または改造等の工事に配置するものでございます。 

 布設工事監督者の資格は、学校教育法による課程を修めて、技術上の実務に従事した経験を有

するもの。 

 水道技術管理者の資格は、上水道に関する技術上の実務に従事して、経験と水道管理に関する
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講習の課程を修了したものの基準を定めるものでございます。附則として、この条例は公布の日

から施行するものでございます。 

 以上、御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。癩癩質疑なしと認めます。

よって、議案第１３号を総務建設産業委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第１３号須恵町上下水道事業布設工

事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の制定について

を、総務建設産業委員会に付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１８．議案第１４号 

○議長（三  良人）  日程第１８、議案第１４号須恵町認可地縁団体の印鑑の登録及び登録の証

明に関する条例の制定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。今泉総務課長。 

○総務課長（今泉 俊裕）  議案書６８ページをお願いいたします。 

 議案第１４号須恵町認可地縁団体の印鑑の登録及び登録の証明に関する条例の制定についてで

ございます。須恵町認可地縁団体の印鑑の登録及び登録の証明に関する条例を、別紙のとおり提

出するものでございます。提案理由でございますが、地方自治法第２６０条の２第１項の規定に

基づく町長の認可を受けた地縁による団体の代表者等に係る印鑑の登録及び登録の証明に関し、

必要な事項を定める必要があるため条例を制定するものでございます。 

 ６９ページをお願いいたします。 

 条例の内容でございますが、第１条でこの条例の趣旨をうたっております。 

 以下、第２条で登録資格、第３条で登録の申請、登録印鑑の制限、７１ページ第１０条で手数

料の徴収をうたっております。 

 最後の第１５条で、委任条項としてこの条例の施行に関し、必要な事項は規則で定めるもので

ございます。附則で、この条例は平成２５年４月１日から施行する。 

 以上でございます。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。癩癩質疑なしと認めます。

よって、議案第１４号を総務建設産業委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第１４号須恵町認可地縁団体の印鑑

の登録及び登録の証明に関する条例の制定についてを総務建設産業委員会に付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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日程第１９．議案第１５号 

○議長（三  良人）  日程第１９、議案第１５号須恵町手数料条例の一部を改正する条例を議題

とします。提案理由の説明を求めます。今泉総務課長。 

○総務課長（今泉 俊裕）  ７２ページでございます。 

 議案第１５号須恵町手数料条例の一部を改正する条例、須恵町手数料条例の一部を次のように

改正する。別表を以下のとおり改正するもので、これは先ほどの議案第１４号で提案いたしまし

た認可地縁団体の印鑑登録証明書の交付手数料を追加するものでございます。 

 次の７３ページの新旧対照表で御説明をいたします。右側の改正前の別表、事務の内容、印鑑

登録に関する登録証、または証明書の交付の登録書を改正後は登録証という正式な名称に字句の

修正を行います。 

 その下に、認可地縁団体の印鑑登録に関する証明書の交付の欄を追加し、手数料が認可地縁団

体印鑑登録証明書交付手数料、１件３００円を追加するものでございます。 

 ７２ページに戻っていただきまして、最下段附則としまして、この条例は平成２５年４月１日

から施行するものでございます。よろしくお願いをいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。癩癩質疑なしと認めます。

よって、議案第１５号を総務建設産業委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第１５号須恵町手数料条例の一部を

改正する条例を総務建設産業委員会に付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２０．議案第１６号 

○議長（三  良人）  日程第２０、議案第１６号須恵町課設置条例等の一部を改正する条例を議

題とします。提案理由の説明を求めます。今泉総務課長。 

○総務課長（今泉 俊裕）  ７４ページをお願いいたします。 

 議案第１６号須恵町課設置条例等の一部を改正する条例でございます。 

 これは、町長の諸報告でも報告いたしましたが、このたび平成２５年４月１日から現在の建設

産業課を都市整備課と地域振興課に分割すること、それから現在まちづくり課で担当しておりま

す都市計画に関すること及び国土利用計画に関することを新しくできます都市整備課に業務を移

管するため、関連する一連の条例を改正するものでございます。 

 第１条で、須恵町課設置条例の一部改正、第２条で、須恵町職員定数条例の一部改正、第３条

では、須恵町農業振興審議会条例の一部改正、第４条で、須恵町都市計画審議会条例の一部改正、

第５条で、須恵町議会委員会条例の一部改正。 
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 ７５ページでございます。第６条では、須恵町環境審議会条例の一部改正、第７条で須恵町国

土利用計画審議会条例の一部改正を行います。 

 ７６ページの新旧対象表により説明をいたします。 

 まず、須恵町課設置条例の一部を改正する条例でございますが、右側の改正前第１条課の設置

の第１項第６号建設産業課を改正後は第６号都市整備課に改める。 

 第７号に地域振興課、第８号に上下水道課を繰り下げます。 

 次に、須恵町職員定数条例の一部を改正する条例。 

 改正前の第２条第４項農業委員会の事務部局の職員は建設産業課の職員がこれを兼ねるものと

するの建設産業課を改正後は地域振興課に改めます。 

 ７７ページ。須恵町農業振興審議会条例の一部を改正する条例。第８条本審議会の事務を処理

するため、事務局を建設産業課に置くの建設産業課を地域振興課に改めます。 

 次に、須恵町都市計画審議会条例の一部を改正する条例。 

 第７条、審議会の庶務はまちづくり課において処理するのまちづくり課を都市整備課に改めま

す。 

 須恵町議会委員会条例の一部を改正する条例。改正前の第２条の３行目、総務、まちづくり、

税務及び建設産業、上下水道に属する事項並びにその他の委員会に属しない事項の及び建設産業

を改正後は都市整備、地域振興及びに改めます。 

 次に７８ページでございます。須恵町環境審議会条例の一部を改正する条例。第７条審議会の

庶務は健康福祉課において処理するの健康福祉課を地域振興課に改める。 

 最後に須恵町国土利用計画審議会条例の一部を改正する条例でございますが、第８条審議会の

庶務はまちづくり課において処理するのまちづくり課を都市整備課に改めるものでございます。 

 ７５ページに戻っていただきまして、附則でございますが、この条例は、平成２５年４月１日

から施行するものでございます。 

 以上であります。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。癩癩質疑なしと認めます。

よって、議案第１６号を各委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第１６号須恵町課設置条例の一部を

改正する条例を各委員会に付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２１．議案第１７号 

○議長（三  良人）  日程第２１、議案第１７号議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償
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等に関する条例等の一部を改正する条例を議題とします。提案理由の説明を求めます。今泉総務

課長。 

○総務課長（今泉 俊裕）  ７９ページでございます。 

 議案第１７号議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例等の一部を改正す

る条例でございます。 

 この条例改正は、地域社会における共生の実現に向けて、新たな障害保健福祉施策を講ずるた

めの関係法律の整備に関する法律が、平成２４年６月２０日に成立し同６月２７日に交付されま

して、従来の障害者自立支援法が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、

いわゆる障害者総合支援法に改正されたことに伴いまして、これに関連する一連の町の条例につ

いて一部改正を行うものであります。 

 第１条、第２条で議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正を

行います。第３条、第４条で須恵町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部改正、次

８０ページ第５条、第６条で須恵町障害程度区分認定等審査会の委員の定数等を定める条例の一

部改正、それから最後に第７条で特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部改正を行うものでございます。 

 次の８１ページの新旧対照表で説明をいたします。 

 まず、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例、

右側の改正前、介護補償第１０条の２第２号、障害者自立支援法の法律の題名を改正後は障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律と改めます。 

 附則で、この条例は平成２５年４月１日から施行するものでございます。 

 それから下の段、同じ条例で改正前第１０条の２第２号の２行目、第５条第１２項を改正後は

第５条第１１項に項の繰り上げを行います。 

 この改正については、附則でございますが平成２６年４月１日から施行を行います。 

 次に８２ページでございます。 

 須恵町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例、改正前の第１３条、これ

も障害者自立支援法の法律の題名を、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律と改めます。 

 附則で、これは２５年４月１日から施行する。 

 次の８３ページをお願いいたします。 

 同じ条例ですが、右側の改正前第１３条の３行目の終わり、同条第１２項、それから同条第

５条第２７項をそれぞれ同条第１１項、それから同条第２６項に項の繰り上げを行います。それ

から次のアンダーライン、共同生活援助、グループホームでございますが、もしくは共同生活介
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護を行う共同生活住居ケアホームでございますが、これは改正後は共同生活援助を行う住居とし

てグループホームに一元化をされております。 

 附則で、この改正につきましては、平成２６年４月１日からの施行でございます。 

 次に８４ページ。 

 須恵町障害程度区分認定等審査会の委員の定数等を定める条例の一部を改正する条例。右側の

改正前の第１条、障害者自立支援法の法律の題名を、改正後は同じく改めるものでございます。

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

 次の同じ条例ですが、改正前の須恵町障害程度区分認定等審査会の委員の定数等を定める条例、

この表題を須恵町障害支援区分認定等審査会の委員の定数等を定める条例と題名を改めます。 

 第１条中の須恵町障害程度区分認定等審査会の名称を、改正後は、須恵町障害支援区分認定等

審査会と名称を改めます。 

 附則で、この改正につきましては、平成２６年４月１日から施行でございます。 

 最後に８５ページ。 

 特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、改正

前の別表委員名の、須恵町障害程度区分認定等の審査委員の名称を、改正後は須恵町障害支援区

分認定等審査会委員に改めます。 

 この改正につきましては、平成２６年４月１日から施行するというものでございます。 

 以上であります。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。癩癩質疑なしと認めます。

よって、議案第１７号を各委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第１７号議会の議員その他非常勤の

職員の公務災害補償等に関する条例等の、一部を改正する条例を各委員会に付託します。 

 ここでお諮りいたします。昼食休憩をしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、昼食休憩といたします。 

 再開を１３時とします。休憩に入ります。 

午後０時03分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後１時00分再開 

○議長（三  良人）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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日程第２２．議案第１８号 

○議長（三  良人）  日程第２２、議案第１８号須恵町災害対策本部条例の一部を改正する条例

を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。今泉総務課長。 

○総務課長（今泉 俊裕）  議案書８６ページをお開きください。 

 議案第１８号須恵町災害対策本部条例の一部を改正する条例でございます。 

 須恵町災害対策本部条例の一部を次のように改正する。 

 この改正は、国の災害対策基本法が改正されたことに伴い、須恵町災害対策本部条例の一部を

改正するものでございます。 

 附則で、この条例は公布の日から施行するものでございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。癩癩質疑なしと認めます。 

 よって、議案第１８号を総務建設産業委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第１８号須恵町災害対策本部条例の

一部を改正する条例を総務建設産業委員会に付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２３．議案第１９号 

日程第２４．議案第２０号 

○議長（三  良人）  日程第２３、議案第１９号須恵町立社会教育施設設置条例の一部を改正す

る条例、日程第２４、議案第２０号須恵町立社会体育施設の管理運営に関する条例の一部を改正

する条例、以上、２議案を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。川津社会教育課長。 

○社会教育課長（川津 政文）  ８８ページをお願いいたします。 

 議案第１９号須恵町立社会教育施設設置条例の一部を改正する条例でございます。 

 須恵町立社会教育施設設置条例の一部を次のように改正する。次のページの新旧対照表で説明

をさせていただきます。 

 ８９ページをお願いいたします。 

 新旧対照表。第１条中、西体育館の後に旅石広場を追加するものでございます。 

 また、第２条中に９号として、名称、須恵町立旅石広場、１、須恵町大字旅石５１６番地１を

加えるものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は平成２５年４月１日から施行するとなっております。 
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 ９０ページをお願いいたします。 

 議案第２０号須恵町立社会体育施設の管理運営に関する条例の一部を改正する条例でございま

す。 

 須恵町立社会体育施設の管理運営に関する条例の一部を次のように改正する。次のページの新

旧対照表で説明させていただきます。 

 ９１ページをお願いいたします。 

 新旧対照表。第２条中、西体育館の後に旅石広場を追加するものであります。第４条中につき

ましても、弓道場の後に旅石広場を追加するものであります。 

 この条文に伴いまして、別表１、施設名、使用者区分、金額に、新たに旅石広場、町内、町外

の区分を加え、町内４００円、町外８００円を設定し、使用料を徴収するものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は平成２５年４月１日から施行するとなっております。 

 以上、御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。癩癩質疑なしと認めます。 

 よって、議案第１９号及び議案第２０号を文教厚生委員会に付託したいと思いますが、御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第１９号須恵町立社会教育施設設置

条例の一部を改正する条例、議案第２０号須恵町立社会体育施設の管理運営に関する条例の一部

を改正する条例、以上２議案を文教厚生委員会に付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２５．議案第２１号 

○議長（三  良人）  日程第２５、議案第２１号須恵町行政財産使用料条例の一部を改正する条

例を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。吉松まちづくり課長。 

○まちづくり課長（吉松 良徳）  議案書９２ページをお願いいたします。 

 議案第２１号須恵町行政財産使用料条例の一部を改正する条例でございます。 

 須恵町行政財産使用料条例の一部を次のように改正する。 

 次のページの９３ページをお開き願います。 

 別表１ですが、先ほど議案第８号須恵町道路占用料徴収条例の制定について提案説明がありま

したように、行政財産使用料条例から上位法であります道路法施行令に基づく道路占用料部分を

削除するものでございます。 

 参考資料として、９４ページから９７ページに新旧対照表を載せております。御参照いただき
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たいと思います。 

 なお、附則といたしまして、この条例は平成２５年４月１日から施行する。この条例の施行の

際、現に許可を受けて行政財産を使用している者の使用料については、その許可期間が満了する

までの間、なお従前の例によるものでございます。 

 以上であります。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。癩癩質疑なしと認めます。 

 よって、議案第２１号を総務建設産業委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第２１号須恵町行政財産使用料条例

の一部を改正する条例を総務建設産業委員会に付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２６．議案第２２号 

○議長（三  良人）  日程第２６、議案第２２号財産の取得についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。吉松まちづくり課長。 

○まちづくり課長（吉松 良徳）  議案書９８ページをお願いいたします。 

 議案第２２号財産の取得についてでございます。 

 町長報告の中にもありましたように、下記のとおり財産を取得することについて地方自治法第

９６条第１項の規定により、本議会の議決を求めるものでございます。 

 財産の内容、種類土地、所在地宇美町大字宇美字鬼岩谷中将谷筋２０番３、地目保安林、地籍

は８万６,３９１平米でございます。相手方といたしまして、宇美本町生産森林組合、取得額

２,５９２万円でございます。 

 提案理由といたしまして、水源涵養林として森林を育成することによって、涵養機能を確保す

ると同時に、乱開発行為等や水源の汚染防止を図るため、水道水源用地を取得するものでござい

ます。 

 なお、次のページ、９９ページから１０１ページにかけて位置図、地籍図を添付いたしており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。癩癩質疑なしと認めます。 

 よって、議案第２２号を総務建設産業委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第２２号財産の取得についてを総務

建設産業委員会に付託します。 
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癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２７．議案第２３号 

日程第２８．議案第２４号 

日程第２９．議案第２５号 

日程第３０．議案第２６号 

日程第３１．議案第２７号 

日程第３２．議案第２８号 

○議長（三  良人）  日程第２７、議案第２３号平成２５年度須恵町一般会計予算の提出につい

て、日程第２８、議案第２４号平成２５年度須恵町国民健康保険特別会計予算の提出について、

日程第２９、議案第２５号平成２５年度須恵町後期高齢者医療特別会計予算の提出について、 

日程第３０、議案第２６号平成２５年度須恵町公共下水道事業特別会計予算の提出について、 

日程第３１、議案第２７号平成２５年度須恵町農業集落排水事業特別会計予算の提出について、

日程第３２、議案第２８号平成２５年度須恵町水道事業会計予算の提出について、 

以上、６議案を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 まず、議案第２３号について、今泉総務課長。 

○総務課長（今泉 俊裕）  議案第２３号平成２５年度須恵町一般会計予算の提出について、提案

理由の説明をいたします。 

 別冊の、平成２５年度一般会計歳入歳出予算書をお願いいたします。予算書の１ページでござ

います。 

 平成２５年度須恵町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出の総額は歳入歳出それぞれ７８億２,０００万円と定める。第２項歳入歳出

予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は第１表歳入歳出予算により説明いたします。 

 第２条の地方債は、第２表地方債によって、第３条の債務負担行為は、第３表債務負担行為に

よって御説明をいたします。 

 第４条におきまして、一時借入金の借り入れの最高額を６億円と定めております。 

 第５条におきましては、歳出予算の流用について同一款内おける給料職員手当等の人件費につ

いては、各項の間の流用ができる旨の規定をいたしております。 

 それでは、３ページの第１表歳入歳出予算でございますが、町長の諸報告と一部重複する部分

もございますが、まず、歳入から説明をいたします。 

 歳入の主な構成比、対前年度比較を申し上げていきます。 

 １款町税は、歳入全体の３２.１％、対前年比３,９８９万円、１.６％の増収を見込んでおり
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ます。 

 ９款地方交付税は、歳入全体の２６.９％で平成２５年度の地方財政対策において、地方が安

定的に財政運営を行うことができるよう、国において一般財源の総額を平成２４年度と同水準を

確保されたことから、１,６９２万円０.８％増の前年度並みで計上をいたしております。 

 ４ページ。 

 １３款国庫支出金、歳入全体の８.２％、障害者自立支援給付費の国庫負担、通学路の交通安

全施設整備や道路改良工事の財源としての社会資本整備総合交付金など４,８９８万円、８.３％

増の交付が見込まれます。 

 １４款県支出金、歳入の５.７％、これも障害者自立支援給付費の県負担、参議院議員通常選

挙委託金の増額要素がございますが、逆に子宮頸がんワクチン接種の助成金、妊婦健診補助金が

一般財源化されたため、１.３％の微増となります。 

 １５款財産収入は２.３％、現時点で既に不動産の売り払い収入が見込まれますので、１億

６００万円もの大幅増の計上額となっております。 

 １７款繰入金につきましては、７.１％、財政調整基金からの繰り入れを５億３,０００万円予

定しており、また先ほどの議案の水源涵養林の用地取得費に充てるため、水道水源保全基金から

２,５９２万円の繰り入れを考えております。 

 １９款諸収入には、須恵町外二ケ町施設清掃施設組合の財政調整基金の清算金の収入が含まれ

ています。 

 ５ページ。 

 ２０款町債は歳入の７.３％。昨年度はレインボー幼児園の建設事業債を計上しておりました

が、２５年度はその分が大幅に減少しておりまして、２億６,５８０万円の減でございます。 

 以上が主な歳入でございますが、１款の町税から９款の地方交付税までの、いわゆる一般財源

の割合は６３.３％で、この理由は１５款財産収入、１７款繰入金の増加に伴い、総体的に前年

度に比べて一般財源の割合は５ポイント低くなっております。 

 次に、６ページ。 

 歳出でございますが、まず、２款総務費は歳出全体の１２.７％、１１％の増ですが、１項総

務管理費に不動産売り払い収入等の財政調整基金への積み立てが１億５,７２０万円、４項選挙

費に参議院議員通常選挙の費用を計上しております。 

 ３款民生費は歳出全体の３６.９％、４.７％の減少ですが、１項社会福祉において国民健康保

険特別会計への赤字補痾繰出金を２億１,１００万円、２５年度から当初予算で計上することと

いたしました。 

 ２項児童福祉費には、第一学童保育所建築工事６,０００万円などを計上しておりますが、昨
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年度、れいんぼー幼児園建設事業費に５億円を超える額を計上しておりました関係で、２５年度

はその分が大幅に減額しております。 

 ４款衛生費は、歳出全体の１３.６％。５.９％の増ですが、２項清掃費で須恵町外二ケ町清掃

施設組合負担金が、４,４２８万円増加しております。 

 ７ページ。 

 ８款土木費でございますが、歳出の９.６％、３１.７％の伸びでございますが、２項道路橋梁

費で、道路新設改良費に１億９,５００万円、５項下水道費に公共下水道特別会計への繰出金

２億９,７００万円余りを計上しております。 

 ９款消防費では、粕屋南部消防組合への負担金２億５,７７３万円。小型動力ポンプ積載車の

購入に２,６４０万円計上いたしております。 

 １０款教育費１０.５％、１３.７％の増でございますが、要因といたしましては第二小学校の

児童数の増加、アザレアホール駐車場用地取得費３,２００万円などが増加要因でございます。 

 １１款公債費は歳出の８.６％、１０.２％の減でございます。公債費につきましては、平成

２０年度以降連続で減少傾向でございます。 

 次に、第２表地方債でございます。起債の目的、臨時財政対策債限度額４億４,６００万円、

第一学童保育所建設事業債５,４００万円、一般会計出資債３８０万円、道路改良事業債

４,０７０万円、交通安全対策事業債４４０万円、消防施設整備事業債１,９８０万円で、起債の

方法は証書借入とし、利率につきましては４％以内、償還の方法は記載のとおりであります。 

 次に、９ページ。 

 第３表債務負担行為でございますが、債務を負担する行為をすることができる事項として、道

路台帳整備業務委託、期間、平成２５年度から平成２６年度まで、限度額５,４００万円の債務

負担行為を設定するものでございます。 

 以上、提案理由の説明といたします。御審議をよろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  次に、議案第２４号及び議案第２５号について、合屋住民課長。 

○住民課長（合屋 勝秀）  議案書の１０３ページでございます。 

 議案第２４号平成２５年度須恵町国民健康保険特別会計予算の提出についてでございます。 

 別冊の特別会計歳入歳出予算書の１ページをお願いいたします。 

 平成２５年度須恵町国民健康保険特別会計予算について御説明をいたします。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ３２億８,００３万６,０００円と定めるもの

でございます。款項の区分及び金額は、第１表歳入歳出予算により御説明いたします。 

 ３ページでございます。 

 まず、国民健康保険は２４年度の医療費の伸びをもとに積算しておりまして、その財源を国民
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健康保険税、国、県支払基金、国保連合会、それと繰入金によって予算を構成しております。 

 まず１款１項国民健康保険税５億５,３３５万２,０００円は、昨年の１１月末現在の被保険者

数と２３年度の所得により試算しております。前年度対比０.０３％の減となっております。 

 ３款国庫支出金は９億２,３７０万８,０００円で、１項国庫負担金は国の補助率であります医

療費の３２％で計上しております。２項国庫補助金は補助率９％の計上でございます。 

 ４款の療養給付費負担金は、退職者の医療に対する支払基金からの交付されるものでございま

す。 

 ５款の前期高齢者交付金は、支払基金からの積算基準によって試算して、計上しております。 

 ６款１項県負担金は、歳出の高額医療費拠出金の額に補助率４分の１で計上しております。

２項県補助金は、医療費の９％の補助率で計上しておりまして、７款１項の共同事業交付金は、

３０万円以上と８０万円以上の高額医療に対し、国保連合会からの交付されるもので、連合会か

らの内示額により計上しております。 

 ８款繰入金は、法定内繰入金と３節の法定外繰入金の一般会計繰入金は、財源不足分として昨

年度まで３款２項１目の国の財政調整交付金に計上いたしておりまして、収入の収支の調整を行

っておりましたが、２５年度からは当初予算で計上しており、本年度財源不足につきましては

２億１,１００万円を計上しております。 

 次のページで。 

 歳出でございますが、１款総務費４,０２３万９,０００円は、人件費と主にレセプト点検の委

託料が主な予算でございます。 

 ２款保険給付費は２２億７,５３３万３,０００円で、１項療養諸費、２項の高額療養費につき

ましては、２４年度の決算見込みの額から４.５％増で医療費を推計しております。予算に占め

る割合は６８.７％となっております。３項の出産育児諸費は５０件分、４項の葬祭諸費は

４０件分を計上しております。 

 ３款の後期高齢者支援金、４款の前期高齢者納付金と６款の介護納付金は、支払基金からの算

出基準によります試算で計上しております。 

 ７款共同事業拠出金は、国保連合会からの内示額で計上しており、前年度の比較では２.８％

の減となっております。 

 ８款の保健事業費は、特定健診並びに特定保健指導が義務づけられており、主に検診委託料の

計上でございます。 

 以上、御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  もう一つ。 

○住民課長（合屋 勝秀）  続きまして、議案書１０４ページでございます。 
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 平成２５年度須恵町後期高齢者医療特別会計予算の提出についてでございます。 

 別冊の予算書、５３ページをお願いいたします。 

 第１条としまして、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ２億５,９６９万円と定めるもの

でございます。款項の区分及び金額は、第１表歳入歳出予算により御説明をいたします。 

 ５５ページを、お願いいたします。 

 歳入でございますが、１款１項後期高齢者医療保険料は、広域連合が試算した内示額で計上し

ておりまして、須恵町の被保険者数の見込みを２,４８６人と推計し、所得割が１０．８８％、

均等割が５万５,０４５円で試算されております。対前年度比で５.８％の増となっております。 

 ３款の繰入金は、人件費と保険基盤安定繰入金の保険料の軽減分を計上しております。 

 次のページ、５６ページの歳出でございます。 

 １款総務費は、主に人件費でございまして、２款の後期高齢者医療広域連合納付金２億

４,１８９万１,０００円は、歳入の１款保険料と３款の保険基盤安定繰入金を広域連合へ納付す

るものでございます。 

 以上、御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  続いて、議案第２６号から議案第２８号について。今泉上下水道課理事。 

○理事（上下水道課）（今泉 智明）  議案書１０５ページでございます。 

 議案第２６号平成２５年度須恵町公共下水道事業特別会計予算の提出について。 

 別冊の予算書７９ページをお願いいたします。 

 平成２５年度須恵町の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総額は、それぞれ１１億８,５９１万円と定める。

２項歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算による。 

 地方債。第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第２表地方債による。 

 ８１ページお願いいたします。 

 第１表歳入歳出予算、歳入、１款分担金及び負担金１項負担金１,５７４万５,０００円、前年

比１０.７％の増、供用開始面積の増によるものでございます。 

 ２款使用料及び手数料１項使用料１億８,９４４万８,０００円、前年比７.３％の増。２４年

度１２月までと３月までの実績を見込んでおります。 

 ３款国庫支出金１項国庫補助金１億７,５７５万円、前年比３１.６％の増。 

 ５款繰入金１項他会計繰入金２億９,７６９万９,０００円、前年比６.３％の増。２項基金繰

入金２,３６５万８,０００円、前年比１４.３％の減。２４年までの基金積み立てより２５年度

分の基金を繰り入れるものでございます。 
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 ７款諸収入２項還付消費税３００万円、前年度の実績によるものでございます。 

 ８款１項町債４億８,０６０万円、前年比１.６％の増です。 

 ８２ページをお願いいたします。 

 歳出。１款総務費１項総務管理費１億６,９４５万９,０００円、前年比６％の増です。これは

前年度の実績による増の見込みでございます。 

 ２款１項下水道事業費６億１,０４０万５,０００円、前年比８％の増です。管渠築造工事等の

増によるものです。 

 ３款１項公債費４億５０４万６,０００円、前年比６.１％の増です。元金の償還金等による増

でございます。 

 ８３ページです。 

 第２表地方債。起債の目的、下水道事業債、多々良川流域下水道建設負担金分限度額２,５９０万

円、多々良川流域関連公共下水道分限度額３億３,２４０万円、資本費平準化債公共下水道分限

度額５,１７０万円、資本費平準化債流域下水道分限度額２,２６０万円、特別措置分限度額

４,８００万円。起債の方法、利率償還の方法等は、従来と変わりません。 

 続きまして、１０６ページでございます。 

 議案第２７号平成２５年度須恵町農業集落排水事業特別会計予算の提出についてでございます。 

 別冊の１１５ページでございます。 

 平成２５年度須恵町の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。第１条歳入歳出予算の総額は、それぞれ８,８９７万５,０００円と定める。

２項歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出による。 

 地方債。第２条地方自治法２３０条第１項の規定により、起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第２表地方債による。 

 １１７ページをお願いいたします。 

 第１表歳入歳出予算。 

 歳入の主なものは、２款使用料及び手数料１項使用料１,０７５万６,０００円、前年比

０.６％の増です。２４年度の実績による見込みを計上させていただいております。 

 ３款繰入金１項他会計繰入金５,８５０万９,０００円、前年比１４.４％の増。 

 ６款町債１項町債１,９７０万円、前年比６.４％の増です。これも元金の償還金等による増嵩

でございます。 

 １１８ページをお願いいたします。 

 歳出の主なものは、１款１項農業集落排水事業費２,４６３万円、前年比５３.１％の増。これ

は、上の原処理場を公共下水道に変更するための委託料及び工事費等による増です。 
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 ３款公債費６,２７２万７,０００円、前年並みでございます。 

 １１９ページです。 

 第２表地方債、起債の目的、下水道事業債、資本費平準化債限度額１,９７０万円、起債の方

法、利率、償還の方法は従来と変わりません。 

 １０７ページ、議案書１０７ページです。 

 議案第２８号平成２５年度須恵町水道事業会計予算の提出について。 

 別冊の、２５年度水道事業会計予算書１ページをお願いいたします。 

 第１条、平成２５年度水道事業会計の予算は次に定めるところによる。 

 第２条、業務の予定、給水戸数９,８０５戸、前年比０.２％の増の見込みです。年間総給水量

２５７万２,４８９トン、前年に比べて微増でございます。 

 年間有水量２４１万５,５６８トン、前年に比べて微増でございます。１日平均の給水量

７,０４７トンは、前年並みでございます。建設改良事業費が１億９,１４６万９,０００円、前

年に比べて４１％の増です。これは、下水道工事及び県道新設工事に伴う埋設工事の増でござい

ます。 

 第３条、収益的収入及び支出。 

 収入。第１款水道事業収益としまして５億８,４７２万７,０００円、前年比０.４％の増。こ

れは、使用水量の増を見込んでおります。 

 支出。第１款水道事業費として５億７,８７９万８,０００円、前年比３.１％の増。主なもの

は、ダム流入口の堆積土の浚渫費及び企業団分水量の増によるものです。 

 ２ページをお願いいたします。 

 第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおり定める。 

 収入。第１款資本的収入６,５００万円、前年比３０％の増。浄水施設耐震補強設計に伴う企

業債借り入れ及び国庫補助金によるものです。 

 支出の部で。第１款資本的支出２億６,０４０万円、前年比２２.５％の増。改良費の排水施設

改良費で、下水道工事に伴う工事量の増及び耐震補強設計委託料等の増によるものです。 

 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額、１億９,５４０万円は損益勘定留保資金で補

痾するものとする。 

 第５条、次に掲げる経費については、議会の議決を得なければならない。職員給与費８,６５８万

８,０００円、前年比９.３％の増。人事異動によるものです。交際費１０万円。 

 第８条、棚卸資産の購入限度額は５００万円と定める。前年比２０％の減です。メーター機器

類の取りかえ料等の減によるものです。 

 以上、審議方よろしくお願いいたします。 
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○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。癩癩質疑なしと認めます。 

 よって、議案第２３号から議案第２８号については、先ほど設置しました予算審査特別委員会

に付託し審査することにしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第２３号から議案第２８号は、予算

審査特別委員会に付託し審査することに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（三  良人）  以上で、本日の議事日程はすべて終了しました。 

 次の本会議は、３月８日午前１０時に再開します。 

 本日は、これにて散会します。 

午後１時38分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 


